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当連結会計年度の事業の状況、財産及び損益の状況の推移

第69期
（2025年３月期）

259,594百万円

第70期
（2026年３月期）

273,710百万円

　売上高

273,710百万円
5.4%増前連結会計年度比

第69期
（2025年３月期）

23,242百万円

第70期
（2026年３月期）

23,102百万円

　営業利益

23,102百万円
0.6%減前連結会計年度比

第69期
（2025年３月期）

26,152百万円

第70期
（2026年３月期）

28,079百万円

　経常利益

28,079百万円
7.4%増前連結会計年度比

第69期
（2025年３月期）

18,986百万円

第70期
（2026年３月期）

5,250百万円

　親会社株主に帰属する当期純利益

5,250百万円
72.3%減前連結会計年度比

1.企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

事業の経過及び成果

　当社グループにおいては、「人々の健康に貢献し、こころの笑顔を大切にする」ことを企業理

念として、2024年6月に発表した「第6期 中期経営計画2024-2026 PROACTIVEⅢ」に基づき、国内

でのジェネリック医薬品事業をコア事業としつつ、新規市場及び新規事業における基盤の確立と

各子会社とのグループシナジーの実現を目指し、各種課題に取り組んでまいりました。

　当連結会計年度における当社グループの業績につきましては、以下のとおりです。

　売上高は、当社において販売数量と単価がともに伸びたことと、Towa Pharma International 

Holdings, S.L.(以下「Towa INT」という。)において欧州の売上がBtoBとBtoCともに伸長したこ

とで増収となりました。一方で営業利益は、三生医薬株式会社（以下「三生医薬」という。）の

事業ミックス悪化による売上原価率の上昇を補いきれず、減益となりました。

　その結果、売上高273,710百万円（前期比5.4%増）、営業利益23,102百万円（同0.6%減）、経

常利益はデリバティブ評価益5,384百万円が発生したことで28,079百万円（同7.4%増）となりま

したが、三生医薬の業績が悪化していることから将来キャッシュ・フローを見直した結果、減損

損失14,729百万円を計上することとなり、親会社株主に帰属する当期純利益は5,250百万円（同

72.3%減）となりました。

　セグメント別の業績は、以下のとおりです。報告セグメントのセグメント利益につきまして

は、のれん償却前の数値となっております。

【国内セグメント】

（国内ジェネリック医薬品業界全体の状況）

　国内ジェネリック医薬品業界では、2024年3月の社会保障審議会医療保険部会において、「医

薬品の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品の数量シェアを2029年度末までにすべての都道

府県で80％以上」とする主目標とともに、新たに「後発医薬品の金額シェアを2029年度末までに

65％以上」とするという副次目標が掲げられました。さらに、2024年10月からは後発医薬品のあ

る先発医薬品の一部において追加で自己負担が発生する「長期収載品の選定療養」の導入が開始

されました。その結果、2025年10-12月期の後発医薬品の数量シェアは90.0％(日本ジェネリック

製薬協会調べ)となりました。

　一方、2021年度以降は薬価改定が毎年行われており、医薬品業界にとって極めて厳しい状況と

なっております。さらに、2020年に発覚した複数のジェネリック医薬品企業における品質問題を

起因とした一連の供給不安によりジェネリック医薬品に対する信頼感は低下し、ジェネリック医

薬品業界の置かれた環境は厳しさを増しております。

　このような状況の中、2024年5月に厚生労働省から公表された「後発医薬品の安定供給等の実
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当連結会計年度の事業の状況、財産及び損益の状況の推移

現に向けた産業構造のあり方に関する検討会 報告書」において、「5年程度の集中改革期間を設

定して、製造管理・品質管理体制の確保および安定供給能力の確保、持続可能な産業構造の実現

を目指す」ことが示されました。また、2025年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基

本方針2025（骨太方針2025）」では、「少量多品目構造解消に向けた後発医薬品業界の再編を推進

する」という記載がなされました。

　これらの方針を踏まえ、2026年度薬価改定では、企業の安定供給体制を評価する企業指標にお

いて各企業の評価が公表されることに加え、要件を満たした品目は価格帯集約を行わないことに

なりました。また、乖離率の要件を満たした品目は昨年に引き続き最低薬価の引き上げが行われ

たほか、医療上の必要性が特に高い品目に対する不採算品再算定も実施されました。さらに、後

発品の適切な競争環境の形成・維持のため、オーソライズド・ジェネリック（AG）は2026年10月

以降の新規収載時に先発品と同額の薬価になることが決まりました。一方、薬剤の自己負担制度

について、長期収載品の選定療養における自己負担額が薬価差4分の1から2分の1に引き上がるこ

とになったほか、新たにOTC類似薬の一部において薬剤費の4分の1が保険外負担になることが決

まりました。

（当社グループにおける取り組み）

　以上のような環境のもと、国内ジェネリック医薬品事業においては、当社としての安定供給責

任を果たすため、さらなる生産能力の増強に取り組んでおります。2023年11月に山形工場 第三

固形製剤棟及び第二無菌製剤棟の建設工事が完了し、2024年4月から第三固形製剤棟で製造した

製品の出荷を開始、2025年10月から第三固形製剤棟に導入した全ての設備の立上げが完成し、本

格稼働を開始いたしました。これにより大阪工場及び岡山工場と合わせ、3工場の年間生産能力

は、2024年3月末の140億錠から2026年度より175億錠に増加いたしました。また、社会的課題と

なっている医薬品の供給不安の解消を図るため、2026年1月に大塚製薬株式会社（以下「大塚製

薬」という。）と医薬品製造における戦略的な協業体制の構築に関する基本合意を締結しまし

た。さらに、2026年4月にアドラゴスファーマ川越株式会社及び株式会社三和化学研究所の各社

と特許満了医薬品の安定供給に向けた協業について合意しました。当社では、医薬品業界全体の

課題に対し、先発医薬品企業、ジェネリック医薬品企業、医薬品製造受託企業が相互に連携した

協業体制の構築に取り組み、特許期間が満了した先発医薬品とジェネリック医薬品を1つの特許

満了医薬品市場として捉え、将来にわたり治療上必要とされる医薬品を持続的に安定供給するエ

コシステムの構築と社会全体の健全な循環モデルの実現を目指しております。本構想の実現に向

け、各社との協業を通じて、医薬品の安定供給に向けた製造キャパシティの確保と相互バックア

ップ体制の構築に今後も引き続き取り組んでまいります。

　製造管理及び品質管理面では、医薬品の製造管理及び品質管理の基準であるGMP省令やその他

関連する法令の遵守はもちろんのこと、国際的基準であるPIC/S GMPやICHガイドラインも積極的

に取り入れ、独自の制度・教育訓練により、医薬品の適切な品質と安全性の確保に取り組んでお

ります。また、品質管理のさらなる強化を目指し、従前より導入しているMES（製造実行管理シ

ステム）及びLIMS（医薬品の品質試験を統括管理するシステム）に加え、新たにQMS（品質マネ

ジメントシステム）を導入しました。さらに、安定供給体制の維持・強化のため、原薬の複数購

買化や製造所の監査等を推進し、グループ全体として原薬製造から製剤製造、物流、販売に至る

まで、ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底に向けた取り組みを継続して行っておりま

す。

　販売面では、2025年5月に日本初の持続放出性リバスチグミン経皮吸収型製剤-週2回製剤-「リ

バルエン®LA パッチ25.92mg/51.84mg」、2025年6月に新製品1成分2品目、2025年12月に新製品4成

分7品目、2026年3月に当社として2成分目のオーソライズド・ジェネリックとなる『プラスグレ

ル錠2.5mg/3.75mg/5mg「トーワ」』及び『プラスグレルOD錠20mg「トーワ」』の販売を開始いたし

ました。これにより、当社のジェネリック医薬品の製品数は316成分742品目(2025年12月時点)と

なりました。なお、2026年6月追補収載予定の新製品は7成分12品目となります。

　健康関連事業の展開においては、地域包括ケアシステム等の新しい医療体制に対応するため、
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当連結会計年度の事業の状況、財産及び損益の状況の推移

「ヘルスケアパスポート」を中心に位置付け、治療・予防・介護支援の観点から各子会社間及び

既存事業とのシナジーを形成し、健康維持・増進のための製品やサービスを増加させることで、

健康関連事業の多角的な展開を実現すべく取り組んでおります。

　当連結会計年度の国内セグメントの業績につきましては、売上高は、当社において、生産数量

の増加に伴い市場への供給数量が増加したことと近年追補品の拡売によるセールスミックスの改

善や仕切り価戦略の効果で単価も上昇したことにより、216,976百万円（前期比5.3%増）となり

ました。一方でセグメント利益は、三生医薬において利益率の良いニューアプリケーション事業

の落ち込みにより事業ミックスが悪化して売上原価率が上昇したため、27,097百万円（同0.4%

減）となりました。

【海外セグメント】

　当社グループの海外セグメントでは、海外医薬品事業の強化と拡大に向け、Towa INTを通じ

て、欧州及び米国市場でのジェネリック医薬品事業を展開しております。将来の成長に向けて必

要な研究開発・設備への投資を強化しつつ、既存ビジネスの維持・強化及び市場・地域のさらな

る拡大によって売上高とセグメント利益の確保を目指してまいります。また、生産シナジーの成

果としてTowa INTのマルトレージャス工場にて日本国内向けエソメプラゾールカプセルの製造を

行っているほか、研究開発シナジー創出の一環として共同開発も開始いたしました。今後も、開

発・製造技術においてグループシナジーを形成できるよう、各部門との交流・情報共有を行って

まいります。Towa INTが持つ欧州複数国及び米国での販売網と、欧州にある欧米等の基準に準拠

した製造拠点を活用し、日米欧の3極から世界中の患者に高品質で付加価値のあるジェネリック

医薬品を提供できるグローバル事業基盤の確立に向けて取り組んでおります。

　当連結会計年度の海外セグメントの業績につきましては、米国でのニトロソアミン問題による

主力製品の売上悪化が続いているものの、欧州BtoBで第3四半期に発生した欧州のニトロソアミ

ン基準厳格化前の駆け込み需要による受託製造の増加と、欧州BtoCで主力製品が伸びたこと等に

より、売上高57,630百万円（前期比7.0%増）、セグメント利益458百万円（同2.0%増）となりまし

た。

(2) 財産及び損益の状況の推移 （単位：百万円）

区　　　分
第67期

（2023年３月期）
第68期

（2024年３月期）
第69期

（2025年３月期）

第70期
(当連結会計年度)

（2026年３月期）

売 上 高 208,859 227,934 259,594 273,710

経 常 利 益 5,141 24,477 26,152 28,079

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,201 16,173 18,986 5,250

１株当たり当期純利益 44円72銭 328円59銭 385円71銭 106円66銭

総 資 産 371,347 430,653 470,823 475,290

純 資 産 136,894 155,893 171,625 178,103

１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,781円17銭 3,167円27銭 3,486円40銭 3,617円95銭

（注）第67期は決算期変更の経過期間となるため、決算日が12月末日であった連結子会社9社は15ヵ月（2022年１月１日～2023年3月31日）を連
結対象期間とした変則決算となっております。
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対処すべき課題、主要な事業内容

(3) 対処すべき課題
当社グループは、品質向上を最優先課題と位置付け、グループ役員及び社員が一丸となって、

どの時代においても、どの地域においても、その地域に居住する人々に必要とされる企業であり

続けることを目指しております。また、これまでに蓄積した知見や技術に加え、新技術の導入及

び最新知見との融合を推進することで、技術革新と製品価値の向上を図り、人々の健康に貢献し

てまいります。

当社グループは2024年6月に、第6期中期経営計画2024-2026「PROACTIVE Ⅲ」を策定しまし

た。この中期経営計画においては、以下の3つのグループ基本方針に基づき、各種施策を推進し

ております。

方針1. 国内ジェネリック医薬品事業の新たなステージに向けた進化

国内ジェネリック医薬品市場においては、複数企業における品質問題を背景に、医薬品全体で

供給不安が続いております。このような市場環境の中、当社は「ジェネリック医薬品の供給は、

人々の健康を支える社会基盤である」との認識のもと、以下の取り組みを実施しております。

1. 安定供給体制の整備

当社は、安定供給責任を果たすため、さらなる生産能力の増強に取り組んでおります。2025

年10月に、新設した山形工場第三固形製剤棟に導入した全ての設備の立上げが完了し、本格

稼働を開始いたしました。これにより、自社工場の年間生産能力は175億錠体制となりまし

た。また、近年の労働力不足に対応するため、設備の自動化及び省人化を推進し、持続可能

な供給体制構築にも取り組んでおります。2026年4月には、アドラゴスファーマ川越株式会

社との間で、2033年までに約15億錠規模の医薬品製造委受託提携に関する基本合意を締結

し、また、株式会社三和化学研究所との間では、2028年度を目途に約7億錠規模のバックア

ップ生産体制の構築を目的とした協業に合意しました。これらは供給体制のさらなる強化を

目的とした戦略的協業であり、今後も自社工場の能力増強とともに、企業間連携を通じた安

定供給体制の整備を進めてまいります。

2. サプライチェーンマネジメントの高度化

2025年2月に医薬品供給プロセスの効率化に向けた取り組みを開始しております。この取り

組みにより、製造・販売・在庫の状況、製造設備の稼動状況など、供給に関わる判断に必要

な情報を可視化することで、供給に関する意思決定の迅速化及び省人化を実現し、安定供給

の強化を図ります。

3. 信頼性保証の維持と強化

信頼性保証の強化の取り組みとして、2024年1月から既存のMES（製造実行管理システム）や

LIMS（試験情報管理システム）に加えて、品質マネジメントシステム（以下「MCシステム」

という。）を採用しました。2025年2月からは、MCシステムの「品質イベント管理」及び

「文書管理」を開発段階まで拡大運用することで、製造管理・品質管理のさらなる向上を図

っています。

4. 持続可能な産業構造の構築に向けて

当社は、政府の「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討

会」報告書を踏まえ、国内医薬品供給体制に係る課題解決に向けた方針「東和ビジョン」を

策定しました。本ビジョンは、ジェネリック医薬品メーカーのみならず、先発医薬品メーカ

ーや医薬品受託製造（CMO）事業者等と連携・協業することで、先発医薬品の特許満了を契

機とした「特許満了医薬品」（特許が満了した先発医薬品及び同成分のジェネリック医薬

品）を一つの統合市場として捉え、将来にわたり治療上必要とされる医薬品を安定的かつ持

続的に供給するエコシステムを構築することを目的としています。これにより、当社は医薬

品供給の安定化と業界全体の健全な循環モデルの実現に寄与してまいります。

また、2026年1月には大塚製薬との間で、医薬品製造に関する協業体制構築についての基本

合意を締結したことを公表しました。本協業は「東和ビジョン」実現に向けた第一弾であ

り、国内医薬品産業の持続的成長と健全な発展に寄与する重要な取り組みです。当社は本協

業を「長期必須医薬品の安定供給エコシステム構想」の実現に向けた重要な一歩と位置づ

け、今後も同趣旨に賛同いただける企業との連携を推進し、社会的要請に応えるべく取り組

みを継続してまいります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

5. 製品ポートフォリオの拡充

当社は、継続的な研究開発を通じて、製品ポートフォリオの戦略的な拡充を図り、競争力の

維持・強化に努めております。2025年度には新たに7成分14品目（リバルエン®LAパッチを含

む。）を上市し、自社製品数は合計316成分742品目となりました。これからも市場カバレッ

ジの拡大と収益基盤の強化を進め、安定的かつ持続的な中長期の企業価値向上に取り組んで

まいります。

方針2. 新規市場・新規事業の基盤確立とグループシナジーの実現

1. 海外医薬品事業における基盤整備

海外医薬品事業においては、「世界中の人々の健康に貢献する」というミッションのもと、

Towa INTを中心に、日米欧3極体制を構築しております。第7期中期経営計画以降には、55か

国以上への市場拡大を目指し、欧州及び米国市場での新製品投入を通じて収益基盤の強化を

図ります。

2. ニトロソアミン類混入リスクへの対応

世界各国で、医薬品中にニトロソアミン類が検出され、製品回収に至る事例が頻発してお

り、その原因究明と対策が急務とされています。当社は、原薬及び製剤製造工程における空

気中の窒素酸化物（NOx）がニトロソアミンの生成・混入の一因であることを、2023年末に

世界で初めて発表しました。また、一連の研究の成果として、NOxを極限まで低減させた環

境下でアトモキセチン錠を製造し、許容限度値を下回る製剤の製造に、世界で初めて成功い

たしました。本研究の成果は、原薬・製剤及び製造環境における管理体制の改善に資するも

のであり、医薬品中へのニトロソアミン混入抑止に向けた実効的な対策の一助となることが

期待されます。今後も、これらの取り組みを通じて、安全で安心な医薬品の提供を目指して

まいります。

3. 健康関連事業の推進

健康関連事業では、健康長寿社会の実現を見据えた医療・介護体制の構築や、未病ケア及び

予防活動へのシフトを推進しております。

・「ヘルスケアパスポートplus」の提供開始（2026年7月以降～）

2040年を見据えた地域包括ケアシステムの深化へのさらなる貢献を目指し、TIS株式会社

のクラウド型健康・医療情報双方向連携サービス「ヘルスケアパスポートplus」を、2026

年7月以降に順次提供することを公表しました。この「ヘルスケアパスポートplus」を、

地域住民の健康を支える、かかりつけ医が日常診療の中で、無理なく活用できるPHR基盤

サービスとして展開していきます。当社は、地域の多様な関係者と協働しながら、健康寿

命の延伸と持続可能な地域医療に貢献していきます。

・三生医薬株式会社との連携強化

三生医薬株式会社の健康食品CDMO（受託開発製造）事業における高い製剤技術力と、当社

の製剤技術を融合することで、研究開発の促進及び新たなイノベーション創出を目指して

おります。

・新医薬品「リバルエン®LA パッチ」の発売

2025年5月に、日本初の持続放出性アルツハイマー型認知症治療用貼付剤「リバルエン®LA

パッチ25.92mg/51.84mg」が薬価収載され発売しました。この製品は、従来の毎日投薬に

比べて服薬頻度を週2回に低減することで、患者及び介護者の負担軽減が期待されており

ます。当社はこれからも、認知症ケアの質の向上及び生活の質（QOL）の向上に貢献して

まいります。

方針3. 持続的成長を支えるサステナビリティ経営の強化と基盤の整備

持続的な成長により社会に貢献することを目指し、以下の取り組みを推進しています。

1．環境負荷の低減（グリーンケミストリー）

原薬製造における環境負荷を最小化するため、次世代の製法として連続フロー精密合成技術

の研究開発を進めております。この技術は、自然環境への負荷を低減するだけでなく、製造

現場で働く人々にも配慮した安全性の高い製剤開発を可能にします。当社は、これらの取り

組みを通じて、安全で安心な製品の提供に努めてまいります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

2．ドラッグ・リポジショニング

既存薬から新たな薬効を発見し、別の治療薬として開発する「ドラッグ・リポジショニン

グ」に取り組んでいます。

2025年6月には、当社は京都大学iPS細胞研究所（CiRA）及び三重大学大学院医学系研究科

と、家族性アルツハイマー病の治療を目的に、ブロモクリプチンの第2/3相企業治験を開始

いたしました。このアプローチにより、安全性が確立された既存薬を活用した新たな製品価

値の創出を目指してまいります。

3．働きがいのある職場環境の整備と人材育成

当社は、事業の持続可能性を支える人材開発の基盤構築を、経営の重要課題と位置づけてい

ます。社員一人ひとりが自身の仕事の価値や会社への貢献を実感し、働きがいを感じられる

職場環境を整えるため、各種人事制度の改革を進めるとともに、人材研修センターを設立し

社員のキャリア形成を支援しています。

また、経理財務領域の人材確保及び高度化・国際化を目指すため、知見を持つ外部企業と連

携し、専門人材の採用・育成プログラムを強化するとともに、当社グループ会社間の会計ル

ールやシステムを見直して業務を集約・効率化を進めます。さらにAI（決算自動化エージェ

ント等）を導入し、決算精度と処理スピードを向上させることで、経理財務部門が付加価値

の高い経営支援業務に注力できる体制を構築します。

(4) 主要な事業内容（2026年3月31日現在）
　当社グループは、医療用医薬品の製造及び販売を主な事業としております。
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主要な営業所及び工場

機　　　能 名　　　称 所　在　地

当 社 本 社 本 社 大 阪 府 門 真 市

守 口 別 館 大 阪 府 守 口 市

東 京 支 社 東 京 都 千 代 田 区

研 究 所 中 央 研 究 所 大 阪 府 門 真 市

製 剤 研 究 所 大 阪 府 門 真 市

健都ライフ・イノベーション

セ ン タ ー
大 阪 府 摂 津 市

尼崎リサーチセンター 兵 庫 県 尼 崎 市

姫路リサーチセンター 兵 庫 県 姫 路 市

工 場 大 阪 工 場 大 阪 府 門 真 市

岡 山 工 場 岡 山 県 勝 田 郡 勝 央 町

山 形 工 場 山 形 県 上 山 市

物 流 セ ン タ ー 東 日 本 物 流 セ ン タ ー 山 形 県 山 形 市

西 日 本 物 流 セ ン タ ー 岡 山 県 勝 田 郡 勝 央 町

関 東 出 荷 セ ン タ ー 茨 城 県 古 河 市

関 西 出 荷 セ ン タ ー 兵 庫 県 神 戸 市

営 業 所 大 阪 営 業 所 大 阪 府 大 阪 市

他 、 全 6 8 営 業 所

ジェイドルフ製薬 本 社 本 社 滋 賀 県 甲 賀 市

株 式 会 社 工 場 土 山 工 場 滋 賀 県 甲 賀 市

沖 縄 工 場 沖 縄 県 国 頭 郡 東 村

大 地 化 成 本 社 本 社 兵 庫 県 神 崎 郡 福 崎 町

株 式 会 社 工 場 兵 庫 工 場 兵 庫 県 神 崎 郡 福 崎 町

姫 路 工 場 兵 庫 県 姫 路 市

グリーンカプス

製 薬 株 式 会 社

本 社 本 社 静 岡 県 富 士 宮 市

工 場 静 岡 工 場 静 岡 県 富 士 宮 市

T o w a  P h a r m a 

I n t e r n a t i o n a l 

Holdings, S.L.

本 社 本 社
スペインカタルーニャ州
バ ル セ ロ ナ

工 場 マルトレージャス工場
スペインカタルーニャ州
バ ル セ ロ ナ

B r e c k e n r i d g e 
Pharmaceutical, 
I n c

本 社 本 社
米国ニュージャージ―州
バ ー ク レ ー ハ イ ツ

三 生 医 薬 本 社 本 社 静 岡 県 富 士 市

株 式 会 社 工 場 厚 原 工 場 静 岡 県 富 士 市

南 陵 工 場 静 岡 県 富 士 宮 市

大 渕 工 場 静 岡 県 富 士 市

久 沢 工 場 静 岡 県 富 士 市

千 葉 工 場 千 葉 県 千 葉 市

研 究 所 I n n o v a t i o n  C e n t e r 静 岡 県 富 士 宮 市

A p p l i c a t i o n
D e v e l o p m e n t  C e n t e r

東 京 都 品 川 区

(5) 主要な営業所及び工場（2026年3月31日現在）
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従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

従　業　員　数 前連結会計年度末比増減

4,923（719）名 135名増（48名減）

従　業　員　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

2,899（615）名 109名増（10名減） 35.5歳 9.7年

(6) 従業員の状況（2026年3月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借　　入　　先 借　　入　　額

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 47,000百万円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 30,400百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 25,091百万円

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 17,000百万円

日 本 政 策 投 資 銀 行 12,070百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 9,714百万円

(7) 主要な借入先の状況（2026年3月31日現在）

（注）シンジケートローンは、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする、複数の金融機関の協調融資によるものです。

(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社の連結子会社であるBreckenridge Pharmaceutical Inc.では、ジェネリック医薬品に関連

して反トラスト法違反を理由に米国にて訴訟を提起されております。なお、現時点で、本件訴訟

が当社グループの今後の業績に与える影響は未定です。
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株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の
概要、会社の支配に関する基本方針

① 発行可能株式総数 147,000,000株

② 発行済株式の総数 51,516,000株

③ 株主数 5,996名

株　　主　　名 持　株　数 持株比率

㈱ 吉 田 事 務 所 20,100千株 40.83％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 ㈱ （ 信 託 口 ） 3,822千株 7.77％

U S  B A N K  N A T I O N A L  A S S O C I A T I O N  J P  A C C T S  T S 1,961千株 3.98％

㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 1,638千株 3.33％

東 和 薬 品 共 栄 会 1,540千株 3.13％

㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 4 ） 1,459千株 2.96％

吉 田  逸 郎 1,455千株 2.96％

東 和 薬 品 社 員 持 株 会 1,000千株 2.03％

B N P  P A R I B A S  L U X E M B O U R G  2 S  J A S D E C  F I M
L U X E M B O U R G  F U N D S  U C I T S  A S S E T S

800千株 1.63％

㈲ 吉 田 エ ス テ ー ト 648千株 1.32％

区　　　分 株式の種類及び数 交付を受けた者の人数

取締役（監査等委員である取締
役、社外取締役及び中長期業績連
動型株価連動報酬の対象である取
締役を除く。）

当社普通株式

800株
3名

2.会社の現況

(1) 株式の状況（2026年3月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）1．当社は自己株式2,288,133株を保有しておりますが、上記大株主には記載しておりません。
2．持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を除いた株式数を基準に算出しております。

⑤ 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況

　当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付した株式の内容は、一定の譲渡制

限付株式報酬及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式（譲渡制限付株式）で

あり、その交付状況は次のとおりであります。

(2) 新株予約権等の状況
　該当事項はありません。

(3) 会社役員の状況

① 事業年度中に退任した取締役

　該当事項はありません。

② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、優秀な人材確保、役員の職務の執行における萎縮防止のため、取締役及び執行役員並

びに子会社の役員を被保険者として、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく

以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。

【保険内容の概要】

・被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料は全額会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

－ 9 －



2026/05/22 16:19:51 / 25303014_東和薬品株式会社_招集通知

株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の
概要、会社の支配に関する基本方針

区　　　分 氏　　　名
取締役会（14回開催） 監査等委員会（13回開催）

出席回数 出席率 出席回数 出席率

取 締 役 栄 木 憲 和 14回 100％ ― ―

取 締 役
（監査等委員）

大 石 歌 織 14回 100％ 13回 100％

取 締 役
（監査等委員）

後 藤 研 了 14回 100％ 13回 100％

取 締 役
（監査等委員）

安 藤 伸 樹 14回 100％ 13回 100％

・填補の対象となる保険事故の概要

被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請

求を受けることによって生じることのある損害について填補します。ただし、法令違反の行

為であることを認識して行った行為の場合等については一定の免責事由を設定しています。

・役員等の職務の適正性が損なわれないための措置

保険契約には一部免責額を設定しており、当該免責額までの損害については填補の対象とは

していません。

③ 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役栄木憲和氏は、株式会社ファンペップ、ソレイジア・ファーマ株式会社、キッズ

ウェル・バイオ株式会社及びAwakApp Inc.の社外取締役であります。当社と兼職先との

間には特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）大石歌織氏は、北浜法律事務所・外国法共同事業のパートナー、

株式会社PALTACの社外取締役及びエスリード株式会社の社外取締役であります。当社と

兼職先との間には特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）後藤研了氏は、後藤研了公認会計士事務所の代表、学校法人兵庫

医科大学の監事、西日本旅客鉄道株式会社の社外取締役及び株式会社ハイレックスコー

ポレーションの社外監査役であります。当社と後藤研了公認会計士事務所、西日本旅客

鉄道株式会社及び株式会社ハイレックスコーポレーションとの間には特別な関係はあり

ません。また、当社は学校法人兵庫医科大学と取引関係がありますが、取引額は当社売

上高の0.1%未満（1億円未満）であります。

・取締役（監査等委員）安藤伸樹氏は、学校法人流通経済大学理事・評議員であります。

当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

ａ．取締役会及び監査等委員会への出席状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったとみなす書面決議が4回あ
りました。

ｂ．取締役会及び監査等委員会等における発言状況並びに社外取締役に期待される役割に関

して行った職務の概要

・栄木憲和氏には、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を活かし、健全かつ効

率的な経営の推進について、専門的な立場から監督・助言をすることにより、取締役

会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことを期待して

おり、社外取締役として取締役会において、適切な意思決定及び経営全般の監督に貢

献しております。

・大石歌織氏には、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を活かし、企業経営の健

全性の確保とコンプライアンス経営の推進について、専門的な立場から監督・助言を

することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割

を果たすことを期待しており、社外取締役として取締役会において、適切な意思決定

－ 10 －



2026/05/22 16:19:51 / 25303014_東和薬品株式会社_招集通知

株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の
概要、会社の支配に関する基本方針

及び経営全般の監督に貢献しております。また、監査等委員会では、当社の法務リス

クについて、適宜必要な発言を行っております。さらに、指名・報酬委員会では、当

事業年度に開催された委員会4回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候

補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

・後藤研了氏には、公認会計士としての財務・会計等の分野における専門的な知識と監

査法人の経営者としての経験や見識を活かし、当社の経営全般の透明性と客観性向上

についての監督・助言をすることにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確

保するための適切な役割を果たすことを期待しており、社外取締役として取締役会に

おいて、適切な意思決定及び経営全般の監督に貢献しております。また、監査等委員

会では、当社の財務リスクについて、適宜必要な発言を行っております。さらに、指

名・報酬委員会では、当事業年度に開催された委員会4回の全てに出席し、客観的・中

立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っ

ております。

・安藤伸樹氏には、国内外に展開する企業での物流に関する深い知見と経営者としての

経験に加え、健康保険行政において培われた日本の医療保険制度に対する幅広い知見

を活かし、健全かつ効率的な経営の推進について、専門的な立場から監督・助言をす

ることにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を

果たすことを期待しており、社外取締役として取締役会において、適切な意思決定及

び経営全般の監督に貢献しております。また、監査等委員会では、当社の経営全般に

ついて、適宜必要な発言を行っております。さらに、指名・報酬委員会では、当事業

年度に開催された委員会4回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者

の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

ハ．責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外役員との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額とし

ております。

支　　払　　額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 82百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

98百万円

(4) 会計監査人の状況

① 名称　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

② 会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分

しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについ

て必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

３. 当社並びに当社の連結子会社は、当社の会計監査人と同一のネットワークに属するErnst&Youngのメンバーファームに対して、監査証

明業務並びに非監査業務（企業買収後の統合等に関するアドバイザリー業務等）に基づく報酬を支払っております。

③ 会計監査人の非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

　当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、もしくは職務を怠り、又は会計監査人として
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ふさわしくない非行がある等、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があ

ると判断したときは、監査等委員会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたしま

す。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又

は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査

等委員会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する株主総会議

案の内容を決定します。

(5) 業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

　当社は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動にかかわる法令等の遵守、財

産保全を確保するために統制環境を整え、内部統制システムの整備を行い、企業価値を継続的に

高め、全てのステークホルダーの信頼を得ることを主な目的として企業経営を推進します。

① 取締役・社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、当社グループの全ての役員及び社員が遵守すべき「私達の誓い（T-SMILE）」及び

「東和薬品グループ行動規範」を制定し、これに基づき、高い倫理観と社会的良識をもって社会

から信頼と支持を得られる正しい企業活動を行います。取締役会を原則毎月1回定期開催するほ

か、必要に応じて随時開催し、重要な課題について善良な管理者の注意義務をもって十分な検討

を行い、適正かつ迅速な意思決定によって経営にあたります。また、「コンプライアンス基本規

程」を制定し、倫理的かつ遵法精神に根ざした企業行動の徹底を図るとともに、「コンプライア

ンス委員会」のもと、風通しのよい企業風土及びコンプライアンス意識の醸成並びにコンプライ

アンス研修等による正しい知識の修得に努めます。

　さらに、当社グループの役員及び社員による不正行為の早期発見・是正を目的に整備した内部

通報制度の適正な運用を図ります。

　一方、代表取締役社長直轄の内部監査室が全部門の内部監査を実施し、その結果については経

営トップに直接報告します。改善を要する事項についてはフォロー監査を実施し、その改善状況

を確認します。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、法令及び「文書管理規程」「情報セキュリティ管理規程」等の社内規程に基づき、取

締役の職務の執行に係る情報を適切な状態で保存・管理します。また、取締役は、何時でも資料

の提出を求めることができます。

③ 損失の危険の管理に関する規程とその他の体制

　当社は、「リスクマネジメント基本規程」を制定し、当社グループの各部門において役員及び

社員全員が、全社的リスク管理を徹底します。

　当社グループを取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応することが、当社グループの存続・発展

に不可欠です。そのため、全社的リスク管理においては、リスクの未然防止並びにリスク発生時

の利害関係者の利益喪失及び企業経営への影響度の最小化を図ることを基本とします。

　当社グループのリスク管理体制は、最高責任者の代表取締役社長の下、「リスクマネジメント

委員会」を設置し、各部門と連携しながら、当社グループ全体におけるリスクマネジメントを推

進・統括します。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、重要な経営課題について、取締役会に加え、「経営戦略会議」や「経営モニタリング
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会議」にて審議します。このほか、必要に応じて個別に設置するプロジェクトチームにより、経

営課題を把握・分析し、当社の取締役、執行役員等に報告します。

　また、経営方針に沿って中期経営計画を策定し、基本戦略や経営目標を明確にするとともに、

年度予算で、売上や利益目標を設定し、目標達成に向けた経営を実践します。日常の職務遂行に

際しては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」を定め、権限と責任を明確にするとともに、

稟議制度を採用し、意思決定プロセスの明確化、迅速化を図ります。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社は、「関係会社管理規程」を定め、当社グループにおける業務の適正を確保するための体

制を整えます。この規程に則り、グループ会社の経営状況を統括的に管理します。

　重要なグループ会社の取締役、監査役には、当社の取締役、執行役員等が1名以上兼務する体

制とします。また、グループ会社を管掌する当社の各部署が、日常の業務についてグループ会社

から定期的に報告を受けることで、グループ会社を管理します。さらに、グループ会社における

重要案件は、当社の取締役会での承認又は報告を必要とします。

　監査等委員は、グループ会社の取締役、監査役と連携し、業務の適正を確保するための体制の

運用状況を確認するほか、内部監査室は、グループ会社の業務執行状況、法令・社内規程の遵守

状況、リスク管理状況等を確認するため、グループ会社の内部監査を実施します。

　加えて、当社グループの全ての役員及び社員が利用できる内部通報制度を「コンプライアンス

委員会」が整備し、コンプライアンスに関する基本ルールを当社グループ共通のものとするとと

もに、必要な施策、研修等を当社グループで横断的に実施・運用することにより、コンプライア

ンス経営の徹底を図ります。

⑥ グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社の取締役、執行役員等が重要なグループ会社の役員を兼務することや取締役会等の重要会

議に参加することでグループ会社の業務の円滑化を図り、それらを通して当社グループ全体の経

営効率の向上を図ります。

　さらに、グループファイナンスや、IT技術を活用したワークフロー、情報共有、情報管理シス

テムの共通利用等のグループ業務標準化活動により、グループ会社の業務の効率化、意思決定プ

ロセスの迅速化を図ります。

⑦ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社は、監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に遂行するために、監査等委員会を補助

する社員を配置します。当該社員の人事異動及び評価に関して、独立性確保のため、監査等委員

会の同意を必要とします。当該社員が他部門の業務を兼務する場合は、実効性確保のため、監査

等委員会の補助業務を優先します。当該社員は、監査等委員会から命令を受けた事項に関して、

他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び社員の指揮命令は受けないものとします。

　当社の取締役は、著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ち

に、当該事実を監査等委員会に報告します。また、当社グループの取締役及び社員は、監査等委

員会から職務の執行に関する事項の報告を求められたときは、速やかに報告します。監査等委員

会への報告を行った当社グループの取締役及び社員に対して、当該報告をしたことを理由とする

不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び社員に周知徹底します。

内部通報を主管する「コンプライアンス委員会」は、当社グループの取締役及び社員からの内部

通報の状況について、定期的に監査等委員会に対して報告します。

　常勤監査等委員は、監査等委員会による監査を実効的に行うため、「経営戦略会議」「経営モ

ニタリング会議」「リスクマネジメント委員会」「コンプライアンス委員会」その他重要な会議

又は委員会に出席することができます。また、監査等委員会は、年度監査計画に基づき、代表取

締役その他の取締役、業務執行の責任者、グループ会社社長と会社の経営状況、問題点、重要課
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題等の情報共有と意見交換を行います。さらに、監査等委員会は、監査業務を効率的に遂行する

ため、内部監査室と連携し、また、内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況を監査等委員会

に報告します。加えて、監査等委員会は、会計監査人と連携し、監査計画を入手し、定期的に又

は随時に会計監査人からの報告を受け、情報共有と意見交換を実施します。

　当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用を請求したときは、速やかに処理し

ます。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 取締役・社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　コンプライアンス委員会の主導の下、役員及び社員向けに日常的な啓発活動を行うとともに、

コンプライアンス推進期間を中心として国内グループ全体で次のような諸施策を実施しました。

・ 経営トップのメッセージの発信・周知

・ 部門コンプライアンス推進統括者から自組織に向けたメッセージの発信・周知

・ コンプライアンス意識調査アンケート実施結果に基づいて各本部・国内子会社にて改善計画

を策定して実施

・ 各職場でコンプライアンスに関する意見交換会を実施

・ 外部専門家による役員研修（企業不祥事の事後対応）

・ 全社員向け教育研修（内部通報制度、カスタマーハラスメント、コンプライアンス、協調

性、個人情報保護、ハラスメント防止、ダイバーシティ、メンタルヘルス、労働災害防止教

育、薬害教育、物流問題に関するeラーニング）

・ 特定の部門又は階層向けの教育研修（MR倫理研修、取適法研修）

　その他、社内向けにイントラネット上でコンプライアンス関連情報の発信や啓発を行ったり、

当社ホームページ上でカスタマーハラスメント対応基本方針やハラスメント防止の取り組みにつ

いて公開したりしました。

　また、海外子会社においては、独占禁止法（反トラスト法）、データプライバシー、人工知能

（AI）及び利益相反等のコンプライアンスに関する研修等の施策を実施しました。

　内部通報制度は国内グループ内で共通して利用可能なヘルプラインとして運用されておりま

す。通報制度の理解と信頼を高めるために、定期的な窓口情報・窓口利用実績の周知、通報者の

保護を含む通報制度の研修等、通報制度の理解と信頼を高めるための施策を実施しました。国内

グループ各社においては、コンプライアンス委員会及び監査等委員会が通報者の保護を図りつつ

適切に対処し、問題の早期発見と是正に寄与しました。また、内部通報窓口の利用件数について

当社ホームページで公開しました。海外子会社については、Towa Pharma International 

Holdings, S.L.が欧米地域の全ての子会社に適用される内部通報窓口を設置しており、その運用

状況について当社は定期的に報告を受けております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　「文書管理規程」及び「情報セキュリティ管理規程」に基づき、適切に情報の保存及び管理を

行うとともに、必要に応じて、取締役が当該情報を閲覧できるようにしております。

③ 損失の危険の管理に関する規程とその他の体制

　危機管理に関する基本的事項を定めた「リスクマネジメント基本規程」に基づき、「リスクマ

ネジメント委員会」を開催し、経営に重大な影響を及ぼす危機の未然防止及び万一発生した場合

の被害の極小化について対応策を検討しております。
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株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の
概要、会社の支配に関する基本方針

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当事業年度における主な会議の開催状況は以下のとおりです。

　取締役会は14回開催され、「取締役会規程」に則って、十分な検討の上、経営上の重要事項に

関する適正かつ迅速な意思決定を行っています。また、「経営戦略会議」及び「経営モニタリン

グ会議」を開催し、経営課題に関する重要案件を審議しました。
（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったとみなす書面決議が4回あ

りました。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

　当社は、「関係会社管理規程」を定め、当社グループにおける業務の適正を確保するための体

制を整えており、この規程に則り、グループ会社の経営状況を統括的に管理しております。

重要なグループ会社の取締役、監査役には、当社の取締役、執行役員等が1名以上兼務する体制

としております。また、グループ会社を管掌する当社の各部署が、日常の業務についてグループ

会社から定期的に報告を受けることでグループ会社を管理しております。さらに、グループ会社

における重要案件は、当社の取締役会での承認又は報告を必要としております。監査等委員は、

グループ会社の取締役、監査役と連携し、業務の適正を確保するための体制の運用状況を確認す

るほか、内部監査室は、グループ会社の業務執行状況、法令・社内規程の遵守状況、リスク管理

状況等を確認するため、グループ会社の内部監査を実施しております。加えて、当社グループの

全ての役員及び社員が利用できる内部通報制度を「コンプライアンス委員会」が整備し、コンプ

ライアンスに関する基本ルールを当社グループ共通のものとするとともに、必要な施策、研修等

を当社グループで横断的に実施・運用することにより、コンプライアンス経営の徹底を図ってお

ります。

⑥ グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社の取締役、執行役員等が重要なグループ会社の役員を兼務することや取締役会等の重要会

議に参加することでグループ会社の業務の円滑化を図り、それらを通して当社グループ全体の経

営効率の向上を図っております。また、グループファイナンスや、IT 技術を活用したワークフ

ロー、情報共有、情報管理システムの共通利用等のグループ業務標準化活動により、グループ会

社の業務の効率化、意思決定プロセスの迅速化を図っております。

⑦ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員会の監査が実効的に行われるため、社外取締役を含む監査等委員は、毎月１回、監

査等委員会を開催し、監査方針に則って、監査に関する重要事項の報告、協議、決議を行うとと

もに、会計監査人及び内部監査室から定期的に報告を受け、意見交換を実施しております。

また、常勤監査等委員は「取締役会」のほか、「経営戦略会議」「経営モニタリング会議」

「コンプライアンス委員会」「リスクマネジメント委員会」等への出席を通じて、内部統制の整

備、運用状況を確認しております。

(7) 会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） （単位：百万円）

株　　主　　資　　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2 0 2 5 年 4 月 1 日 期 首 残 高 4,717 7,841 150,502 △5,586 157,474

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,938 △3,938

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

5,250 5,250

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 0 1 2

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － 0 1,313 1 1,315

2 0 2 6 年 3 月 3 1 日 期 末 残 高 4,717 7,842 151,815 △5,584 158,790

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
その他の包括利益

累計額合計

2 0 2 5 年 4 月 1 日 期 首 残 高 228 13,921 14,150 171,625

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △3,938

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

5,250

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 2

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

95 5,068 5,163 5,163

連結会計年度中の変動額合計 95 5,068 5,163 6,478

2 0 2 6 年 3 月 3 1 日 期 末 残 高 323 18,989 19,313 178,103

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 16 －



2026/05/22 16:19:51 / 25303014_東和薬品株式会社_招集通知

連結注記表

連結注記表
1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

⑴ 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況

　・連結子会社の数 14社

　・主要な連結子会社の名称 Towa Pharma International Holdings, S.L.

三生医薬株式会社

ジェイドルフ製薬株式会社

大地化成株式会社

グリーンカプス製薬株式会社

②非連結子会社の状況

　・主要な非連結子会社の名称 株式会社プロトセラ

　・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益

剰余金等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範

囲から除外しております。

⑵ 持分法の適用に関する事項

　①持分法を適用した非連結子会社数 該当ありません。

　②持分法を適用した関連会社数 該当ありません。

　③持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称等

　・主要な非連結子会社の名称 株式会社プロトセラ

持分法非適用会社はそれぞれ、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等が連結計算書類に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外し

ております。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度は、連結決算日と一致しております。
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連結注記表

⑷ 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券

・市場価格のない株式等 時価法

　以外のもの （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

なお、組込デリバティブのリスクが現物の金融資産に及ぶ可能性があ

る複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を営業外損益に計上

しております。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ. デリバティブ 時価法

ハ. 棚卸資産 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

② 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資 当社及び国内連結子会社は定率法、在外連結子会社は定額法によって

　　産を除く） おります。

ただし、当社及び国内連結子会社が1998年4月1日以降に取得した建物

（附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備

及び構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

　　建物及び構築物　3～60年

　　機械及び装置　　2～17年

ロ. 無形固定資産（リース資

　　産を除く）

・のれん 定額法(10年)

・製造販売権 定額法(5～10年)

・技術関連資産 定額法(10年)

・顧客関連資産 定額法(10年)

・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

・その他の無形固定資産 定額法

ハ. リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額は、リース契約上の残価保証の

取り決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零とす

る定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に

基づき計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社は「収益認識に関する会計基準」を適用しており、顧客との契約から生じる収益に

関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下

のとおりであります。

・履行義務の内容 当社グループの主な事業内容は医薬品事業であり、主な履行義務の内

容は医薬品販売であります。

・収益を認識する通常の時点 原則として、製品の引き渡し時点において支配が顧客に移転して履行

義務が充足されると判断し、その時点で収益を認識しております。出

荷と引き渡し時点に重要な相違がない場合、「収益認識に関する会計

基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点

で収益を認識しております。

－ 18 －



2026/05/22 16:19:51 / 25303014_東和薬品株式会社_招集通知

連結注記表

⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し

ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に計上しております。

⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ. 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る負債は、子会社における従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給付債務の見込み額を計上してお

ります。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末ま

での期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によ

っております。過去勤務費用及び数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内で費用処理しております。

ロ. 重要なヘッジ会計の方法

（ⅰ）ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

（ⅱ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

ヘッジ対象・・・借入金の支払金利

（ⅲ）ヘッジ方針

内部規定で定めるリスク管理方法に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。

（ⅳ）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。

ハ. 消費税等の会計処理

控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。
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連結注記表

（会計上の見積りに関する注記）

　1. 海外子会社における販売チャージバックの見積り

　当社の連結子会社であるBreckenridge Pharmaceutical Inc.は、薬局・病院など卸売業者の顧客との

間で、顧客が卸売業者から割引価格で製品を購入可能とする取り決めを結んでおり、卸売業者に対する

販売価格と卸売業者の顧客に対する割引価格との差額を、チャージバックとして事後的に精算しており

ます。

　チャージバックは関連する売上高及び売上債権から控除されますが、一部が見積り計上されており、

金額的重要性から翌期の連結計算書類に影響を与える可能性があります。

⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　当連結会計年度末において売上高及び売上債権から控除した金額は、3,471百万円であります。

⑵ 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

① 算出方法

　過去の実績及び卸売業者の顧客との契約価格等に基づく予想チャージバック率並びに各卸売業者

の在庫残高を基に算出しております。

② 主要な仮定

　チャージバックの見積りに用いた主要な仮定は、予想チャージバック率であります。予想チャー

ジバック率は、各製品ごとに過去のチャージバックデータに基づき、予測される卸売業者の顧客の

各々について計算しております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

　予想チャージバック率の計算は過去の実績や卸売業者の顧客との契約価格の情報に基づきシステ

ムにより自動で計算しております。また、前月の見積りと当月の実績を比較することによって見積

り額の正確性を確認しております。これらの手続によってこれまでの実際の結果と見積り額に重要

な乖離が生じたことはありませんが、主要な仮定である予想チャージバック率が実績と異なった場

合には、翌連結会計年度の連結計算書類に影響を与える可能性があります。

　2. 三生医薬株式会社に係るのれんの評価

　当社が2022年3月期に買収した三生医薬株式会社においてのれんが計上されております。当連結会計年

度においては、のれんの減損の兆候が識別され、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回ると

判断したため、減損損失を認識しております。

⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

三生医薬株式会社 のれん　　　　　　　　　　　　　5,224百万円

減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,729百万円

⑵ 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　のれんは、その効果が発現する期間で定額法により規則的に償却しておりますが、減損の兆候がある

と認められた場合には、減損損失を認識するかどうかの判定を行う必要があります。減損の兆候の有無

の判定は、事業計画に対して当連結会計年度までの実績数値による達成状況や今後の達成可能性、経営

環境の変化の見込み等を踏まえて行っております。その結果、当連結会計年度の実績および翌連結会計

年度の計画が過年度に策定した事業計画を大きく下回ったことから、減損の兆候があると判断しており

ます。また、減損損失の認識の判定において、割引前将来キャッシュ・フローの総額がのれんを含むよ

り大きな単位での資産グループの帳簿価額を下回ったことから、当連結会計年度において帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しました。

　回収可能価額は使用価値を用いており、将来キャッシュ・フローは将来の事業計画を基礎とし、のれ

んの経済的残存使用年数にわたって見積もっており、最終年度の将来キャッシュ・フローに含まれる土

地および建物等の正味売却価額については、外部の専門家による不動産鑑定評価額等を基に算定してお

ります。また、使用価値の算定に用いる割引率は、加重平均資本コストを基に算定しております。
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連結注記表

現金及び預金 271百万円

その他（投資その他の資産） 949

計 1,220

１年内返済予定の長期借入金 220百万円

長期借入金 770

計 990

⑶ 有形固定資産の減価償却累計額 142,962百万円

　事業計画は、将来の売上予測、粗利率並びに販売費及び一般管理費の発生見込額を主要な仮定として

用いております。当該仮定に加え、正味売却価額の算定に使用した不動産鑑定評価額、割引率は経営者

による最善の見積りによって決定しておりますが、将来の経営環境の変化等によって影響を受ける可能

性があり、仮定の見直しが必要となった場合には翌連結会計年度の連結計算書類においてのれんの評価

に重要な影響を与える可能性があります。

　3. Towa Pharma International Holdings, S.L.に係るのれんの評価

　当社が2020年3月期に買収したTowa Pharma International Holdings, S.L.においてのれんが計上され

ております。なお、当連結会計年度においては、のれんの減損の兆候は識別されなかったことから、減

損損失は認識しておりません。

⑴ 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

Towa Pharma International Holdings, S.L. のれん　 　4,244百万円

⑵ 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　のれんは、その効果が発現する期間で定額法により規則的に償却しておりますが、減損の兆候があ

ると認められた場合には、減損損失を認識するかどうかの判定を行う必要があります。減損の兆候の

有無の判定は、事業計画に対して当連結会計年度までの実績数値による達成状況や今後の達成可能

性、経営環境の変化の見込み等を踏まえて行っております。その結果、減損の兆候はないと判断して

おります。

　事業計画は、将来の売上予測、粗利率並びに販売費及び一般管理費の発生見込額並びに設備投資見

込額を主要な仮定として用いております。当該仮定は経営者による最善の見積りによって決定してお

りますが、将来の経営環境の変化等によって影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となっ

た場合には翌連結会計年度の連結計算書類において重要な影響を与える可能性があります。

2. 連結貸借対照表に関する注記

⑴ 財務制限条項

　　当社の当連結会計年度の末日における借入金残高のうち、一部の金融機関からの借入金について、以下

の財務制限条項が付されております。

①各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期

の直前の決算期の末日又は2022年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表にお

ける純資産の部の金額のいずれか大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維持すること。

②各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損

失を計上しないこと。

⑵ 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

⑷ 偶発債務

　　当社の連結子会社であるBreckenridge Pharmaceutical Inc.では、ジェネリック医薬品に関連して反ト

ラスト法違反を理由に米国にて訴訟を提起されております。なお、現時点で、本件訴訟が当社グループの

今後の業績に与える影響を見込むことが困難なため、当社グループ業績への影響は見込んでおりません。
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場所 主な用途 種類 減損損失（百万円）

三生医薬株式会社 － のれん 14,729

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末の株式数

普 通 株 式 51,516,000株 －株 －株 51,516,000株

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末の株式数

普 通 株 式 2,288,903株 30株 800株 2,288,133株

イ. 2025年6月25日開催の第69期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 1,969百万円

・1株当たり配当金額 40円

・基準日 2025年3月31日

・効力発生日 2025年6月26日

ロ. 2025年11月10日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 1,969百万円

・1株当たり配当金額 40円

・基準日 2025年9月30日

・効力発生日 2025年12月1日

　2026年6月24日開催予定の第70期定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

・株式の種類

・配当金の総額

・配当の原資

普通株式

1,969百万円

利益剰余金

・1株当たり配当金額 40円

・基準日 2026年3月31日

・効力発生日 2026年6月25日

3. 連結損益計算書に関する注記

減損損失

当社グループは、重要な遊休資産等を除き、主として工場単位ごとに資産のグルーピングを実施しており

ます。また、一部の子会社においては、事業規模等を鑑み、会社ごとに資産のグルーピングを実施しており

ます。

当社連結子会社である三生医薬株式会社ののれんについては、過年度に策定された事業計画と実績に乖離

が生じており、当初想定していた収益が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（14,729百万円）として特別損失に計上しております。

なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを7％で割り引

いて算定しております。

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

⑴ 発行済株式の総数に関する事項

⑵ 自己株式の数に関する事項

（注）1．普通株式の自己株式数の増加30株は、単元未満株式の取得によるものです。

2．普通株式の自己株式数の減少800株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものです。

⑶ 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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区分 連結貸借対照表計上額

関係会社株式 520百万円

非上場株式等 225百万円

連結貸借対照表
計上額(*1)

時　価　(*1) 差　　　　額

（ 1 ） 投 資 有 価 証 券 732百万円 732百万円 －百万円

（ 2 ） 長 期 借 入 金 ( * 2 ) (205,108) (195,930) 9,178

（ 3 ） リ ー ス 債 務 ( * 2 ) (14,529) (14,003) 526

（ 4 ） デ リ バ テ ィ ブ 債 権 16,175 16,175 －

5. 金融商品に関する注記

⑴ 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、主に医療用医薬品の製造販売事業を行うための設備投資計画に基づき、必要な資金を銀

行借入等により調達しております。一時的な余資は、短期的な銀行預金ないし安全性の高い金融資産で運用

しております。なお、デリバティブ取引は、海外からの原材料購入などのために利用しており、投機的な取

引は行わないこととしております。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項

　2026年3月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

　なお、市場価格のない株式等は、「（1）投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連

結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

　また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電

子記録債務、短期借入金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記

を省略しております。

（*1）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（*2）長期借入金及びリース債務には、1年以内の期限到来部分を含めて記載しております。

⑶ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

に分類しております。

　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券

デリバティブ債権

732百万円

－

－百万円

16,175

－百万円

－

732百万円

16,175

資産計 732 16,175 － 16,907

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

長期借入金

リース債務

－百万円

－

195,930百万円

14,003

－百万円

－

195,930百万円

14,003

負債計 － 209,933 － 209,933

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　投資有価証券

　　上場株式の時価は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、

その時価をレベル1の時価に分類しております。

　デリバティブ債権

　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。金利

スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

　長期借入金及びリース債務

　　変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額とほぼ等しいと考

えられるため、当該帳簿価額によるものとし、固定金利によるものは、元利金の合計額を当該債務の残存

期間及び信用リスクを加味した利率に基づき、割引計算により現在価値を算定しております。どちらもレ

ベル2の時価に分類しております。
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薬効
金額（百万円）

国内 海外 合計

循環器官用薬 48,643 7,209 55,852

中枢神経系用薬 30,297 20,103 50,400

消化器官用薬 21,644 15,882 37,527

アレルギー用薬 24,952 898 25,850

血液・体液用薬 18,644 1,811 20,456

その他の代謝性医薬品 18,873 632 19,506

腫瘍用薬 5,032 4,993 10,026

抗生物質製剤 4,774 1,419 6,193

化学療法剤 2,832 474 3,307

その他 41,280 3,310 44,591

合計 216,976 56,734 273,710

　⑴ 1株当たり純資産額 3,617円95銭

　⑵ 1株当たり当期純利益 106円66銭

6. 収益認識に関する注記

⑴ 収益の分解情報

顧客との契約から認識した収益は、次のとおりであります。

⑵ 収益を理解するための基礎となる情報

　当社グループは、主に完成した医薬品を顧客に提供することを履行義務としております。原則として、製

品の引き渡し時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断し、その時点で収益を認識し

ております。

　出荷と引き渡し時点に重要な相違がない場合、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める

代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。

　収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き及びリベートを控除した金額で測定しておりま

す。

7. 1株当たり情報に関する注記

8. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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貸借対照表

貸借対照表（2026年3月31日現在） （単位：百万円）

科　目 金　額 科　目 金　額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

202,502

31,493

311

10,010

40,258

41,328

17,675

41,274

2,000

18,321

△170

213,301

116,810

57,752

1,010

11,731

9

2,442

12,510

11,904

19,450

3,375

994

2,380

93,114

746

63,070

27,300

2,589

1,792

△2,384
　

流 動 負 債 64,299

支 払 手 形 48

電 子 記 録 債 務 10,853

買 掛 金 16,183

１年内返済予定の長期借入金 17,893

リ ー ス 債 務 1,332

未 払 金 8,258

未 払 法 人 税 等 4,219

役 員 賞 与 引 当 金 56

そ の 他 5,453

固 定 負 債 188,090

長 期 借 入 金 174,660

リ ー ス 債 務 12,095

資 産 除 去 債 務 178

そ の 他 1,155

負 債 合 計 252,389

純 資 産 の 部

株 主 資 本 163,091

資 本 金 4,717

資 本 剰 余 金 7,878

資 本 準 備 金 7,870

そ の 他 資 本 剰 余 金 7

利 益 剰 余 金 156,080

利 益 準 備 金 399

そ の 他 利 益 剰 余 金 155,681

圧 縮 積 立 金 493

別 途 積 立 金 64,985

繰 越 利 益 剰 余 金 90,202

自 己 株 式 △5,584

評 価 ・ 換 算 差 額 等 322

その他有価証券評価差額金 322

純 資 産 合 計 163,414

資 産 合 計 415,804 負 債 ・ 純 資 産 合 計 415,804

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） （単位：百万円）

科　目 金　額

売 上 高 182,736

売 上 原 価 111,490

売 上 総 利 益 71,245

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 46,299

営 業 利 益 24,945

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,035

為 替 差 益 816

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 5,361

補 助 金 収 入 174

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 634

そ の 他 598 8,622

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,873

そ の 他 49 1,922

経 常 利 益 31,644

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 9 9

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 34

投 資 有 価 証 券 評 価 損 77

関 係 会 社 株 式 評 価 損 26,192 26,305

税 引 前 当 期 純 利 益 5,349

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,136

法 人 税 等 調 整 額 △303 6,833

当 期 純 損 失 1,483

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） （単位：百万円）

株　　主　　資　　本

資本金

資本剰余金 利　益　剰　余　金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2 0 2 5年 4月 1日期首残高 4,717 7,870 7 7,877 399 0 514 64,985 95,602 161,502

事 業 年 度 中 の 変 動 額

特別償却準備金の取崩 △0 0 －

圧 縮 積 立 金 の 取 崩 △21 21 －

剰 余 金 の 配 当 △3,938 △3,938

当 期 純 損 失 （ △ ） △1,483 △1,483

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 0 0

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － 0 0 － △0 △21 － △5,399 △5,421

2 0 2 6年3月31日期末残高 4,717 7,870 7 7,878 399 － 493 64,985 90,202 156,080

株　主　資　本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

2 0 2 5年 4月 1日期首残高 △5,586 168,511 227 227 168,739

事 業 年 度 中 の 変 動 額

特別償却準備金の取崩 － －

圧 縮 積 立 金 の 取 崩 － －

剰 余 金 の 配 当 △3,938 △3,938

当 期 純 損 失 （ △ ） △1,483 △1,483

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 1 2 2

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

94 94 94

事業年度中の変動額合計 1 △5,419 94 94 △5,325

2 0 2 6年3月31日期末残高 △5,584 163,091 322 322 163,414

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個別注記表
1. 重要な会計方針に係る事項

⑴ 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式 移動平均法による原価法

② その他有価証券

・市場価格のない株式等 時価法

　以外のもの （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）

なお、組込デリバティブのリスクが現物の金融資産に及ぶ可能性があ

る複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を営業外損益に計上

しております。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

③ デリバティブ 時価法

④ 棚卸資産 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法により算定）

⑵ 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産 定率法

　　を除く） ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに

2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額

法によっております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

　　建物及び構築物　3～60年

　　機械及び装置　　2～17年

② 無形固定資産（リース資産

　　を除く）

・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

・その他の無形固定資産 定額法

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額は、リース契約上の残価保証の

取り決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零とす

る定額法を採用しております。

⑶ 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

考慮した回収不能見込額を計上しております。

② 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づ

き計上しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準

当社は「収益認識に関する会計基準」を適用しており、顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義

務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま

す。

・履行義務の内容 当社の主な事業内容は医薬品事業であり、主な履行義務の内容は医薬

品販売であります。

・収益を認識する通常の時点 原則として、製品の引き渡し時点において支配が顧客に移転して履行

義務が充足されると判断し、その時点で収益を認識しております。出

荷と引き渡し時点に重要な相違がない場合、「収益認識に関する会計

基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時点

で収益を認識しております。

－ 29 －



2026/05/22 16:19:51 / 25303014_東和薬品株式会社_招集通知

個別注記表

⑸ 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

⑹ その他計算書類作成のための基本となる事項

① 退職給付に係る会計処理 当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

② 重要なヘッジ会計の方法

　イ. ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

　ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

ヘッジ対象・・・借入金の支払金利

　ハ. ヘッジ方針

内部規定で定めるリスク管理方法に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。

　ニ. ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。

（会計上の見積りに関する注記）

関係会社株式の評価

⑴ 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度の貸借対照表に計上されている関係会社株式63,070百万円には、三生医薬株式会社の株

式22,066百万円が含まれております。なお、三生医薬株式会社に係る関係会社株式評価損26,192百万

円を計上しております。

⑵ 計算書類利用者の理解に資するその他の情報

関係会社株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、

回収可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、相当の減額を行い、評価損を計上する

方針としております。

超過収益力を反映した価額で取得した株式の評価に当たっては、事業計画に対して当事業年度まで

の実績数値による達成状況や今後の達成可能性、経営環境の変化の見込み等を踏まえて超過収益力の

減少の有無を検討しております。その結果、当事業年度末において、三生医薬株式会社の株式の超過

収益力の一部が減少し、残存する超過収益力を加味した株式の実質価額が取得原価に比べて著しく低

下していると判断したため、取得原価と実質価額の差額を関係会社株式評価損として計上しました。

実質価額に含まれる超過収益力の算定及び主要な仮定の内容は、連結注記表「（会計上の見積りに

関する注記）2. 三生医薬株式会社に係るのれんの評価」に記載のとおりです。

当該仮定は経営者による最善の見積りによって決定しておりますが、将来の経営環境の変化等によ

って影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には翌事業年度の計算書類におい

て関係会社株式の評価に重要な影響を与える可能性があります。
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⑴ 財務制限条項

⑵ 有形固定資産の減価償却累計額 105,165百万円

⑶ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

① 関係会社に対する短期金銭債権 671百万円

② 関係会社に対する長期金銭債権 27,300百万円

③ 関係会社に対する短期金銭債務 1,754百万円

① 売上高 1,257百万円

② 仕入高 7,486百万円

③ その他の営業取引高 3,202百万円

④ 営業取引以外の取引高 1,495百万円

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 2,288,903株 30株 800株 2,288,133株

2. 貸借対照表に関する注記

　当社の当事業年度の末日における借入金残高のうち、一部の金融機関からの借入金について、以下の財務

制限条項が付されております。

①各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期

の直前の決算期の末日又は2022年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表にお

ける純資産の部の金額のいずれか大きい方の75％の金額以上にそれぞれ維持すること。

②各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損

失を計上しないこと。

上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

3. 損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

　関係会社株式評価損

　　関係会社株式評価損は、当社の連結子会社である三生医薬株式会社に係る評価損であります。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の数に関する事項

（注）1．普通株式の自己株式数の増加30株は、単元未満株式の取得によるものです。

2．普通株式の自己株式数の減少800株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分によるものです。
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(単位:百万円)
（繰延税金資産） 未払賞与 1,146

減損損失 477

投資有価証券評価損 103

関係会社株式評価損 8,577

貸倒引当金 804

未払事業税 307

棚卸資産評価損 160

未払役員退職慰労金 95

繰延資産 926

その他 290

繰延税金資産小計 12,890

評価性引当額 △9,888

繰延税金資産合計 3,002

（繰延税金負債） 圧縮積立金 △226

その他有価証券評価差額金 △148

その他 △37

繰延税金負債合計 △412

繰延税金資産純額 2,589

5. 税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会社等の名称
資本金又は
出 資 金
( 百 万 円 )

事 業 の
内 容
又 は 職 業

議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( % )

関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の内容
取 引 金 額
(百万円 )

科 目
期 末 残 高
(百万円 )

子会社
ジェイドルフ
製 薬 ㈱

40
医療用医薬
品の製造販

売
100.0 役 員 の 兼 任

利息の受取

資金の貸付
資金の回収

売 上 高
仕 入 高

69

1,146
235

220
2,698

関 係 会 社
長期貸付金

売 掛 金
買 掛 金

12,666

131
277

子会社 大 地 化 成 ㈱ 50

医 薬 品 原
薬･中間体の
研究開発及
び製造販売

100.0 役 員 の 兼 任

利息の受取

資金の貸付
資金の回収

仕 入 高

研究開発の
委 託

貸倒引当金
戻 入

81

2,132
1,822

1,692

459

493

関 係 会 社
長期貸付金

買 掛 金

貸倒引当金

7,550

352

1,685

子会社
グリーンカプ
ス 製 薬 ㈱

90
医薬品ソフ
トカプセル
の製造販売

100.0 役 員 の 兼 任

利息の受取

資金の貸付
資金の回収

研究開発の
委 託

仕 入 高

23

154
564

23

2,799

関 係 会 社
長期貸付金

買 掛 金

6,414

333

子会社 九 州 医 薬 ㈱ 10
医薬品の販

売
100.0 医薬品の販売 売 上 高 1,036 売 掛 金 435

子会社 三 生 医 薬 ㈱ 123

健康食品、
医薬品、一
般食品、雑
貨 等 の 企
画・開発・
受託製造等

100.0 役 員 の 兼 任

研究開発の
委 託

仕 入 高

配 当 金 の
受 取

4

14

825

買 掛 金 4

子会社

T o w a 
Pharmaceutic
al Europe, 
S . L .

3(百万ユー
ロ)

医療用医薬
品の研究開
発及び製造
販 売

100.0
当社の研究開発
及び製造委託

研究開発の
委 託

仕 入 高

574

281

買 掛 金 71

子会社 ㈱プロトセラ 50

疾病リスク
の検査サー
ビス事業、
診断用及び
治療用医薬
品の研究開
発 と 販 売

96.9 役 員 の 兼 任
利息の受取 2

関 係 会 社
長期貸付金

貸倒引当金

670

670

⑴ 1株当たり純資産額 3,319円54銭

⑵ 1株当たり当期純損失 30円14銭

6. 関連当事者との取引に関する注記

 子会社等

7. 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　6.収益認識に関する注記」に同一の内容を

記載しておりますので注記を省略しております。

8. 1株当たり情報に関する注記

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

東 和 薬 品 株 式 会 社
取 締 役 会 　 御 中

2026年5月20日

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 守　谷　義　広

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小　山　晃　平

独立監査人の監査報告書

EY新日本有限責任監査法人
大　阪　事　務　所

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、東和薬品株式会社の２０２５年４月１日から２０２６年３月

３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及

び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東和

薬品株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における

職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結

子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その

ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引

や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関

して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

東 和 薬 品 株 式 会 社
取 締 役 会 　 御 中

2026年5月20日

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 守　谷　義　広

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小　山　晃　平

独立監査人の監査報告書

EY新日本有限責任監査法人
大　阪　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、東和薬品株式会社の２０２５年４月１日から２
０２６年３月３１日までの第７０期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書
類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告書

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第70期事業年度における取締役の職務の執行につい

て監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに

当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び

運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で

監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電話回線又は

インターネット等を経由した手段も活用しながら、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、

取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁

書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。大阪、岡山各工場を

訪問し、山形工場についてはインターネットを利用した方法で、工場長、部門長等と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて事業の報告を受け、質問等を行いました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計

監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）

を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ

て説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、

今後とも継続して内部統制システムの整備と充実に取り組み、当社グループの体制強化を図ることが重要で

あると考えております。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人 ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果

　会計監査人 ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

監査等委員会の監査報告書
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監査等委員会の監査報告書

2026年5月21日

常勤監査等委員 田　中　政　男　㊞

監 査 等 委 員 大　石　歌　織　㊞

監 査 等 委 員 後　藤　研　了　㊞

監 査 等 委 員 安　藤　伸　樹　㊞

東和薬品株式会社　監査等委員会

（注）監査等委員大石歌織、後藤研了及び安藤伸樹は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締

役であります。
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